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【公開番号】特開2009-160270(P2009-160270A)
【公開日】平成21年7月23日(2009.7.23)
【年通号数】公開・登録公報2009-029
【出願番号】特願2008-1496(P2008-1496)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月11日(2011.1.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘリカルスキャンを行うＸ線ＣＴ装置であって、
　被検体に向けてＸ線を照射するＸ線源と、前記Ｘ線の出力方向に配置されて前記Ｘ線を
検出するＸ線検出器とをそれぞれ含む撮影手段と、
　前記撮影手段を前記被検体の周囲にて回転させる回転駆動手段と、
　前記撮影手段を前記被検体の体軸方向に沿って移動させてスキャンを行う移動手段と、
　スキャン範囲又は画像生成範囲を設定する範囲設定手段と、
　前記撮影手段が移動可能な範囲を示す安全位置を入力する安全位置入力手段と、
　前記スキャン範囲又は前記画像生成範囲に基づいて助走開始位置及び停止位置を求め、
該助走開始位置から前記撮影手段を移動させ、該停止位置で前記撮影手段を停止させる移
動制御手段とを備え、
　前記移動制御手段は、前記助走開始位置及び前記停止位置が前記安全位置を超えている
場合に、前記スキャンを行わないように制御する、
　ことを特徴とするＸ線ＣＴ装置。
【請求項２】
　前記移動制御手段は、前記撮影手段の前記体軸方向における位置を測定するセンサを有
し、前記撮影手段が移動可能な範囲を示す安全位置の入力、及びスキャン開始位置及びス
キャン終了位置の入力を受けて、助走開始位置及び停止位置を算出し、前記助走開始位置
及び前記停止位置が前記安全位置を越えていなければ、前記センサからの入力を基に、前
記助走開始位置まで前記撮影手段を移動させ、前記助走開始位置から助走を開始させ、前
記スキャン開始位置からスキャンを行わせ、前記スキャン終了位置でＸ線の照射を停止し
て前記撮影手段を減速させて前記停止位置で停止させる、
　ことを備えることを特徴とする請求項１に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項３】
　前記移動制御手段は、算出された前記助走開始位置が前記安全位置を超えた場合に、操
作者に警告を通知することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項４】
　前記安全位置入力手段は、前記撮影装置を操作者が手動で所望の位置まで移動させ確定
指示を受けて、前記センサにより測定された位置を記憶することにより安全位置の入力を
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行うことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項５】
　前記スキャン開始位置の入力は、操作者が手動で前記撮影装置を所望の位置まで移動さ
せることで行うことを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれか一つに記載のＸ線ＣＴ
装置。
【請求項６】
　前記安全位置が、前記スキャン方向及び前記スキャン方向と逆の方向の２箇所に設定さ
れることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項７】
　撮影装置が操作者により手動で移動させられた所望の安全位置を記憶する段階と、
　撮影装置が操作者により手動で移動させられた所望のスキャン開始位置及びスキャン終
了位置を記憶する段階と、
　前記スキャン開始位置から所定距離離れた助走開始位置を算出する段階と、
　前記スキャン終了位置から所定距離離れた停止位置を算出する段階と、
　前記助走開始位置及び前記停止位置と前記安全位置とを比較し、前記助走開始位置及び
／又は前記停止位置が前記安全位置を超えていれば警告を発する段階と、
　前記助走開始位置及び前記停止位置が前記安全位置を超えていない場合に、
　前記撮影装置の前記体軸方向における位置を把握するセンサからの入力を基に前記助走
開始位置まで前記撮影手段が移動する段階と、
　前記助走開始位置から助走を開始させる段階と、
　前記撮影装置を前記被検体の周囲にて回転させる段階と、
　前記撮影装置は前記スキャン開始位置から被検体に向けてＸ線の照射を開始するととも
に、前記回転しながら前記被検体のスキャンを行う段階と、
　該スキャンにより前記撮影手段から得られるＸ線の検出データを収集する段階と、
　該データ収集段階により収集された前記Ｘ線の検出データに基づいて画像を再構成する
段階と、
　前記スキャン終了位置でＸ線の照射を停止させ前記撮影手段を減速させて前記停止位置
で撮影手段を停止させる段階と、
　を有することを特徴とするＸ線ＣＴ画像生成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項７に記載のＸ線ＣＴ画像生成方法は、撮影装置が操作者により手動で移動させら
れた所望の安全位置を記憶する段階と、撮影装置が操作者により手動で移動させられた所
望のスキャン開始位置及びスキャン終了位置を記憶する段階と、前記スキャン開始位置か
ら所定距離離れた助走開始位置を算出する段階と、前記スキャン終了位置から所定距離離
れた停止位置を算出する段階と、前記助走開始位置及び前記停止位置と前記安全位置とを
比較し、前記助走開始位置及び／又は前記停止位置が前記安全位置を超えていれば警告を
発する段階と、前記助走開始位置及び前記停止位置が前記安全位置を超えていない場合に
、前記撮影装置の前記体軸方向における位置を把握するセンサからの入力を基に前記助走
開始位置まで前記撮影手段が移動する段階と、前記助走開始位置から助走を開始させる段
階と、前記撮影装置を前記被検体の周囲にて回転させる段階と、前記撮影装置は前記スキ
ャン開始位置から被検体に向けてＸ線の照射を開始するとともに、前記回転しながら前記
被検体のスキャンを行う段階と、該スキャンにより前記撮影手段から得られるＸ線の検出
データを収集する段階と、該データ収集段階により収集された前記Ｘ線の検出データに基
づいて画像を再構成する段階と、前記スキャン終了位置でＸ線の照射を停止させ前記撮影
手段を減速させて前記停止位置で撮影手段を停止させる段階と、を有することを特徴とす
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るものである。
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